
公
家
の
補
任
に
つ
い
て
は
、
三
位
以
上
の
公
卿
の
叙
位
を
記
録
し
た
『
公
卿
補

任
』
、
四
位
•
五
位
の
叙
位
を
記
録
す
る
『
歴
名
土
代
』
が
あ
る
。
『
歴
名
土

と

き

つ

ぐ

と

き

つ

ね

代
』
は
戦
国
期
の
公
家
、
山
科
言
継
・
言
経
父
子
が
編
纂
し
た
叙
位
簿
で
、
自
筆

本
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
、
「
貴
四
五
ー
三
」
の
整
理
番
号
で
所
蔵
さ
れ
て

い
る
。
内
容
は
南
北
朝
時
代
の
貞
治
六
年
(
-
三
六
七
）
か
ら
近
世
初
期
の
慶
長

十
一
年
(
-
六
0
六
）
ま
で
の
二
三
九
年
間
に
正
四
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
せ

ら
れ
た
人
々
の
名
が
年
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
記
載
人
物
に
は
漏
れ
て
い
る
人

物
も
あ
る
が
、
大
半
は
下
級
公
家
で
、
そ
れ
に
加
え
て
神
官
や
武
士
に
ま
で
及
ん

で
い
る
。
公
卿
に
昇
進
す
る
家
系
で
な
い
人
物
の
叙
位
が
わ
か
り
、
そ
れ
ら
の

人
々
が
叙
位
を
受
け
た
背
景
を
考
察
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
の
に
貴

重
な
史
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

私
は
か
つ
て
自
筆
本
の
『
歴
名
土
代
』
を
翻
刻
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
機
会

に
西
本
昌
弘
先
生
か
ら
、
東
山
御
文
庫
に
も
『
歴
名
土
代
』
が
あ
る
こ
と
の
ご
紹

介
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
た
も
の
が
宮
内
庁
書
陵

は

じ

め

に
四
位
•
五
位
の
叙
任
簿

|
|
l

東
山
御
文
庫
本
を
中
心
と
し
て
—
_

り
ゃ
く
み
ょ
う
ど
だ
い

『
歴
名
土
代
』

一
度
、
東
山
御
文
庫
の
『
歴
名
土
代
』
の
調
査
を
し
て
は
ど
う
か

と
お
勧
め
を
い
た
だ
い
た
。

翻
刻
し
た
時
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
り
、
写
本
の
存
在
も
確
か
め
、
そ
の
内
い

く
つ
か
の
所
蔵
機
関
を
訪
れ
閲
覧
し
て
あ
っ
た
が
、
『
国
書
総
目
録
』
に
は
、
『
歴

名
土
代
』
が
東
山
御
文
庫
に
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
存
在
は
知

ら
な
か
っ
た
。
早
速
、
宮
内
庁
書
陵
部
へ
行
き
東
山
御
文
庫
蔵
『
歴
名
土
代
』
の

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閲
覧
し
た
。
記
載
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
概
観
し
た
と
こ

ろ
、
山
科
家
本
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
大
き
な
違
い
は
奥
書

が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
見
た
写
本
の
中
に
も
奥
書
が
記

さ
れ
て
な
い
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
、
奥
書
が
あ
る
の
は
総
て
山
科
家
本
が
祖
本

で
あ
っ
た
。

「
歴
名
土
代
」
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
管
見
の
限
り
「
歴
名
土
代
」
（
『
図
書
寮

典

籍

解

題

続

歴

史

篇

』

養

徳

社

昭

和
26
年
）
、
藤
井
貞
文
「
歴
名
土
代
」

（
『
群
書
解
題
第
二
十
』
続
群
書
類
従
完
成
会
昭
和
36
年
）
だ
け
で
、
い
ず
れ

も
解
題
で
あ
る
た
め
か
、
奥
書
が
あ
る
写
本
、
奥
書
が
な
い
写
本
の
こ
と
に
ま
で

言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
翻
刻
し
た
『
歴
名
土
代
』
は
自
筆
本
で
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
解
題
作
成
に
あ
た
っ
て
写
本
に
つ
い
て
は
充
分
触
れ
て
こ
な
か
っ

部
に
も
あ
り
、

‘ヽ日
修ガ

の
写
本
系
統
に
つ
い
て

JII 

敏

ム
口

ヽ
V
J
ヽ
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と
こ
ろ
で
最
近
、
田
島
公
氏
は
日
本
史
や
国
文
学
研
究
の
中
で
史
料
や
典
籍
を

扱
う
と
き
、
写
本
の
中
に
は
作
成
者
に
よ
る
一
字
一
句
の
書
き
違
い
が
、
史
実
や

解
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
、
使
用
す
る
写
本
が
よ
り
確
実
な
本

で
あ
る
か
ど
う
か
、
系
統
の
研
究
が
欠
か
せ
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
た
め
何
を

(
2
)
 

な
す
べ
き
か
と
し
て
研
究
課
題
を
四
点
揚
げ
ら
れ
、
蔵
書
目
録
や
蔵
書
目
録
を
活

(
3
)
 

用
し
た
「
目
録
学
的
研
究
」
の
必
要
性
を
提
唱
さ
れ
た
。

田
島
氏
が
提
唱
す
る
写
本
だ
け
し
か
残
っ
て
い
な
い
史
料
を
利
用
す
る
に
つ
い

て
の
「
善
本
調
査
」
で
は
、
『
歴
名
土
代
』
の
よ
う
に
自
筆
本
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
「
目
録
学
的
研
究
」
に
よ
り
検
討
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
田
島
氏
は
ま
た
、
「
目
録
学
的
研
究
」
の
中
に
は
、
書
写
さ
れ
る

書
物
が
蔵
書
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
貸
与
さ
れ
、
書
写
活
動
が
行
わ
れ
て

い
た
か
認
識
す
る
こ
と
の
必
要
性
も
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
歴
名
土
代
』

が
ど
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
書
写
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
写
本
が
現
在
に
残

っ
た
か
を
復
元
す
る
こ
と
も
、
他
に
類
似
す
る
写
本
の
系
統
を
考
え
る
た
め
に
は

必
要
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
自
筆
本
の
中
に
は
年
月
を
経
て
収
め
ら
れ

て
い
る
間
に
、
虫
損
や
汚
損
で
読
み
に
く
い
箇
所
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
写
本
に
よ
り
援
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
や
は
り
善
本
の

調
査
は
必
要
な
こ
と
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
東
山
御
文
庫
本
の
『
歴
名
土
代
』
を

例
に
ど
の
よ
う
に
し
て
現
在
に
残
っ
た
か
、
書
写
し
た
人
物
は
誰
で
あ
っ
た
か
を

調
査
す
る
こ
と
も
「
目
録
学
的
研
究
」
を
深
め
る
た
め
必
要
で
あ
ろ
う
。

東
山
御
文
庫
蔵
の
『
歴
名
土
代
』
に
は
奥
書
が
な
く
、
す
ぐ
に
は
祖
本
を
た
ど

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
機
会
に
山
科
家
本
と
東
山
御
文
庫
本
を
も
う
少
し

詳
細
に
比
較
す
る
こ
と
で
、
東
山
御
文
庫
本
の
祖
本
の
推
測
も
で
き
る
の
で
は
な

こ°t
 

い
か
と
思
い
、
ま
ず
、
そ
の
作
業
を
進
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
本
稿
で
は
ま
だ

結
論
に
は
到
達
し
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
ま
ず
山
科
家
本
と
東
山
御
文
庫
本

の
違
い
を
比
較
す
る
作
業
を
行
う
過
程
で
、
わ
か
っ
た
こ
と
を
披
露
す
る
こ
と
か

ら
進
め
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
東
山
御
文
庫
の
『
歴
名
土
代
』
の
写
本
は
、
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
見
た
も
の
で
あ
る
が
「
東
山
御
文
庫
本
」
と
し
、
そ
の
比
較
の

た
め
用
い
る
山
科
言
継
・
言
経
の
自
筆
本
『
歴
名
土
代
』
は
、
「
山
科
家
本
」
と

す
る
。東

山
御
文
庫
は
京
都
御
所
の
敷
地
に
あ
っ
て
、
皇
室
伝
世
の
御
物
や
典
籍
類
が

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
非
公
開
で
あ
る
た
め
閲
覧
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
東
山
御

文
庫
所
蔵
の
書
籍
は
、
近
年
宮
内
庁
書
陵
部
に
よ
っ
て
順
次
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

に
収
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
を
終
え
た
資
料
は
、
そ
の
年
度

の
「
書
陵
部
紀
要
』
の
「
彙
報
」
で
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
許
可
さ
え
得

ら
れ
れ
ば
閲
覧
は
し
易
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
山
御
文
庫
で
は
『
歴
名
土
代
」
は
勅
封
番
号
―
二
九
ー
九
ー
一
・
ニ
（
枝
番

一
は
四
位
を
載
せ
る
上
巻
、
二
は
五
位
を
載
せ
る
下
巻
）
で
保
管
さ
れ
て
お
り
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
は
平
成
七
年
度
に
行
わ
れ
た
。
閲
覧
す
る
に
当
た
っ
て
宮

(
4
)
 

内
庁
書
陵
部
で
の
整
理
番
号
は
四
五
八
四
、
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
数
は
一
〇
八
枚
あ

る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
最
初
は
、
『
歴
名
土
代
』
の
表
紙
に
始
ま
り
、
外
題

の
「
歴
名
土
代
」
の
文
字
は
、
閲
覧
す
る
と
き
担
当
の
方
か
ら
霊
元
天
皇
の
筆
で

あ
る
こ
と
を
聞
い
た
。

『
歴
名
土
代
』
に
記
載
の
四
位
•
五
位
に
叙
爵
さ
れ
た
人
数
は
、
山
科
家
本
で
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延
四
二
四
三
人
、
東
山
御
文
庫
本
が
延
四
一
八
八
人
。
差
は
五
五
人
あ
る
。
差
も

山
科
家
本
と
東
山
御
文
庫
本
の
違
い
の
―
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
そ
れ
以
外
の

相
違
箇
所
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。

山
科
家
本
で
は
同
じ
叙
爵
日
の
人
物
が
複
数
人
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
丁
寧

に
年
月
日
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
東
山
御
文
庫
本
で
は
そ
の
よ
う

な
場
合
「
同
日
」
と
記
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
の
箇
所
は
余
り
に
も
多
い
の

で
、
最
初
は
違
い
と
捉
え
て
数
え
て
い
た
が
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
途
中

か
ら
違
い
と
見
な
さ
な
く
し
た
。
こ
の
よ
う
に
単
純
な
違
い
で
、
同
様
と
見
な
し

あ
る
も
の
。

た
も
の
は
叙
爵
年
が
同
じ
場
合
、
そ
れ
に
続
く
人
物
の
叙
爵
年
を
「
同
」
と
し
て

一
方
で
異
体
字
が
使
用
さ
れ
、
一
方
で
は
正
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い

る
も
の
な
ど
は
相
違
箇
所
と
判
定
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
も
違
い

は
約
六
0

0
箇
所
あ
る
。
主
な
相
違
箇
所
を
示
す
と
、
人
名
の
叙
爵
年
月
日
の
下

し

つ

に
経
歴
な
ど
を
記
す
「
尻
付
け
」
部
分
に
山
科
家
本
で
は
記
入
が
あ
る
の
に
、
東

山
御
文
庫
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
叙
爵
日
以
外
に
官
職

へ
の
就
任
し
た
時
の
年
月
日
や
そ
の
時
の
年
齢
な
ど
。
尻
付
け
に
記
入
が
あ
っ
て

も
月
日
が
異
な
る
も
の
。
ま
た
没
年
な
ど
。
人
名
の
書
き
誤
り
。
山
科
家
本
に
あ

る
補
筆
の
漏
れ
な
ど
で
あ
る
。
補
筆
の
漏
れ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
叙
爵
者
に

付
さ
れ
た
家
名
や
職
名
に
見
ら
れ
、
特
に
五
位
か
ら
目
立
ち
始
め
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
春
日
社
・
松
尾
社
の
神
官
に
多
く
、
従
五
位
下
に
な
る
と
武
士
に
も
見
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
他
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
写
真
の
写
り
具
合
か
ら
薄
い

写
り
の
文
字
が
見
え
、
朱
で
補
筆
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
箇
所
が
い
く

つ
か
あ
る
。

ま
た
山
科
家
本
で
は
、
記
入
漏
れ
に
気
付
き
、
気
付
い
た
時
点
で
当
該
の
叙
爵

者
の
年
月
日
を
、
す
で
に
記
入
し
て
あ
る
叙
爵
者
と
叙
爵
者
の
間
に
追
記
し
た

a
 

る。

正
四
位
下

正

四

位

上

藤

輝

資

り
、
同
様
の
こ
と
に
気
づ
い
て
も
挿
入
す
べ
き
当
該
の
場
所
が
狭

V
て
記
入
し
に

く
い
時
な
ど
は
、
欄
外
へ
記
入
し
、
そ
れ
は
本
来
は
ど
こ
へ
挿
入
さ
れ
る
べ
き

か
、
挿
入
す
る
位
置
を
示
す
符
号
が
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

配
列
の
不
揃
い
が
目
立
ち
始
め
る
の
は
、
天
文
期
以
降
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
山
科
家
本
の
奥
書
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
（
第
二
章
）
、
天
文
六
年
ま
で
は
清

三
位
（
舟
橋
家
）
と
広
橋
家
か
ら
借
用
し
書
写
し
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
両
家
の
本

に
不
揃
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
書
写
の
際
言
継
が
整
理
し
て
書
く
こ
と
が
で
き

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
は
言
継
も
し
く
は
言
経
が
書
き
継
い
で
い
く

た
め
、
時
に
は
書
き
漏
れ
た
り
し
て
後
で
気
付
い
て
書
き
足
し
た
り
す
る
の
で
、

山
科
家
本
で
は
不
揃
い
と
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
東
山
御
文
庫
本
で
そ
の

よ
う
な
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
書
写
の
際
に
山
科
家
本
の
不
備
な
配
列
を

整
え
て
か
ら
記
入
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
三
箇
所
ほ
ど
に
書
き
漏

れ
が
あ
っ
て
山
科
家
本
の
よ
う
に
挿
入
し
た
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
記
述
は

一
丁
を
上
下
段
に
分
け
、
六
人
ず
つ
二
段
の
整
然
と
し
た
配
列
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
東
山
御
文
庫
本
に
は
、
次
の
よ
う
な
目
立
っ
た
相
違
点
が
あ

天
正
四
•
十
一
・
廿
八

天
正
四
•
五
•
廿
七

源
通
勝

従
四
位
上
藤
輝
資
天
正
三
・
十
一
・
五
大
神
景
長
天
正
三
・
十
ニ
・
廿
九

こ
れ
ら
の
叙
爵
者
の
次
の
行
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
官
本
、
此
間
無
閑
書
続
ケ

リ
」
と
記
入
さ
れ
、
そ
の
後
い
ず
れ
も
十
数
行
程
度
空
け
て
、
次
の
叙
爵
者
が
続

け
て
記
入
さ
れ
て
い
る
。
山
科
家
本
に
は
こ
の
よ
う
な
注
意
書
き
は
な
く
、
そ
の

ま
ま
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。
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官
本
十
六
日
云
々

傍
注
も
し
く
は
尻
付
け
に
、
右
の
よ
う
な
「
官
本
」
云
々
の
記
載
が
あ
る
。
官

本
と
は
、
禁
裏
が
所
有
す
る
文
庫
や
典
籍
を
指
し
、
後
陽
成
天
皇
の
こ
ろ
か
ら
禁

(5) 

裏
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
た
書
物
に
対
し
、
そ
の
認
識
が
あ
っ
た
。

a
や
b
で
示

し
た
「
官
本
」
云
々
の
記
載
が
あ
る
こ
と
は
、
現
在
に
残
る
東
山
御
文
庫
本
『
歴

名
土
代
』
は
、
「
官
本
」
と
校
合
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

b
で
大
中
臣
師
清
は
名
前
の
傍
注
、
「
春
日
社
家
」
は
山
科
家
本
に
は
な
い
。

次
の
藤
信
綱
は
剣
豪
（
新
陰
流
）
と
し
て
有
名
で
、
子
供
の
こ
ろ
少
年
雑
誌
の

剣
豪
小
説
の
中
で
見
か
け
た
名
で
も
あ
る
。
『
歴
名
土
代
』
を
翻
刻
し
て
い
る
と

き
、
そ
の
名
を
見
つ
け
た
と
き
懐
か
し
く
思
っ
た
。
山
科
家
本
で
は
永
禄
十
三
年

六
月
二
十
七
日
に
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、
念
の
た
め
『
言
継

卿
記
』
で
、
そ
の
日
前
後
の
記
事
に
信
綱
を
探
し
、
同
年
六
月
二
十
八
日
条
に

「
上
泉
武
蔵
守
暫
来
談
、
四
品
勅
許
添
之
由
申
之
」
と
あ
る
の
を
見
付
け
た
と

き
、
初
め
て
実
在
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
は
信
綱
は
前
年
の
永

禄
十
二
年
二
月
二
日
、
五
辻
為
仲
や
中
御
門
宣
綱
に
同
道
し
言
継
を
訪
ね
て
い

る
。
信
綱
は
こ
の
後
暫
く
在
京
し
、
将
軍
足
利
義
輝
に
剣
や
兵
法
を
教
え
る
こ
と

(
6
)
 

と
な
る
。
ま
た
、
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
「
平
信
長
」
は
、
織
田
信
長
の

こ
と
で
あ
り
、
山
科
家
本
で
は
叙
爵
年
月
日
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

b
に
示
し
た
人
名
や
尻
付
け
の
傍
注
は
、
他
の
人
物
に
も
名
字
や
肩
書
き
に
記

さ
れ
、
そ
の
人
物
を
知
る
上
で
必
要
で
あ
る
。
山
科
家
本
で
は
傍
注
が
施
さ
れ
て

b
 従

四
位
上

従
四
位
下

従
四
位
下

正
五
位
下

平
信
長

中
師
親

七

延
徳
三
・
七
•
六

官
本
無
之

積
蔵
院
西
春
日
社
家
宮
本
如
此

大
中
臣
師
清
天
文
廿
四
•
正
・
廿
六

上
野
国
上
泉
住
大
胡
武
蔵
守
官
本
、
元
亀
元
•
六
•
廿
七
此
外
注

藤
信
綱
永
禄
十
三
•
六
•
廿
七

c
 従

五
位
上

従
四
位
下

い
な
い
人
物
で
、
東
山
御
文
庫
本
で
は
次
の
人
物

(
C
)

に
傍
注
が
付
さ
れ
て
い

る
こ
と
（
最
初
の
叙
爵
年
月
日
の
み
表
示
）
は
、
東
山
御
文
庫
本
の
祖
本
を
た
ど

「
朱
書
」
二
条
殿
諸
大
夫

正
四
位
下
源
久
親
天
文
八
七
十

「
朱
書
」
二
条
殿
雲
客

「
朱
書
」
法
性
寺
芦
唸
埠
訊
批
巴
大
文
十
二
正
六

「
朱
書
」
二
条
殿
諸
大
夫

江
俊
定
天
文
十
三
正
六

二
条
殿
諸
大
夫

源
久
親
享
禄
二
正
八

法
性
寺藤

親
世
享
禄
五
五
三

二
条
諸
大
夫

大
江
俊
定
天
文
四
正
五

二
条
殿
諸
大
夫

源
氏
久
天
文
十
二
正
六

二
条
殿
侍
号
難
波

源
定
冬
天
文
十
二
正
六

る
た
め
に
注
目
に
値
す
る
。

（
「
朱
書
」
は
西
本
昌
弘
氏
ご
教
示
）

「
朱
書
」
二
条
殿
諸
大
夫

従
四
位
上
鴨
光
吉
天
文
二
六
五

「
朱
害
」
二
条
殿
雲
客
法
性
寺

藤
親
世
天
文
八
正
五

「
朱
書
」
二
条
殿
諸
大
夫

江
俊
定
天
文
八
五
廿
三

「
朱
書
」
二
条
殿
諸
大
夫

源
氏
久
天
文
十
六
九
廿
二

「
朱
書
」
法
性
寺
二
条
殿
雲
客

正
五
位
下
藤
親
世
大
永
五
正
九

「
朱
書
」
月
輪

二
条
殿
諸
大
夫

高
頼
富
康
正
三
正
五

二
条
殿
諸
大
夫

高
頼
秀
寛
正
三
正
五

二
条
殿
諸
大
夫

源
久
親
永
正
十
八
三

「
朱
書
」
二
条
殿
雲
客
法
性
寺

藤
親
世
永
正
十
八
四
二

二
条
殿
雲
客
月
綸

藤
氏
賢
永
正
十
八
四
二

二
条
殿
諸
大
夫

江
俊
定
享
禄
元
九
廿
四

二
条
殿
諸
大
夫

源
氏
久
天
文
三
四
三

二
条
殿
雲
客

盃
藤
雅
賢
天
文
十
五
二
六

二
条
殿
雲
客
法
性
寺

藤
親
雄
天
文
廿
二
正
十
三

賢
大
永
五
正
九

二
条
殿
諸
大
夫

源
久
親
大
永
五
正
十
八

二
条
殿
諸
大
夫

江
俊
定
享
禄
五
五
三

二
条
殿
諸
大
夫

源
氏
久
天
文
八
七
十
一

九
条
殿
実
二
条
殿
長
男

藤
兼
孝
弘
治
三
四
五

二
条
殿
諸
大
夫

江
俊
清
水
禄
二
二
十
四

「
朱
書
」
二
条
殿
殿
上
人
木
幡

従
五
位
下
藤
雅
賢
永
正
九
六
六

二
条
殿
諸
大
夫

源
氏
久
享
禄
三
四
十
六

親
世
朝
臣
男

藤
親
雄
戸
疇
嘉
天
文
十
三
正
六

二
条
殿
雲
客
家

盃
藤
雅
辰
天
文
十
九
七
一

俊
定
朝
臣
子
二
条
殿
諸
大
夫

江
俊
清
永
禄
四
十
二
十
一
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と
あ
る
。
傍
注
の
う
ち
「
朱
書
」
と
し
た
箇
所
は
西
本
昌
弘
氏
が
東
山
御
文
庫
で

実
見
さ
れ
、
ご
教
示
を
得
て
付
し
た
の
で
あ
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
見
た

と
き
は
朱
書
か
墨
書
か
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
朱
書
さ
れ
た
箇
所
は

東
山
御
文
庫
本
に
は
、
他
に
も
多
く
あ
る
と
の
こ
と
で
、
東
山
御
文
庫
本
の
系
統

を
引
く
写
本
で
、
朱
書
も
忠
実
に
書
写
さ
れ
て
い
る
写
本
（
後
述
の
岩
瀬
文
庫
蔵

『
歴
名
土
代
』
）
と
も
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
。
さ
ら
に
丁
変

わ
り
し
た
箇
所
で
、
最
初
の
人
物
の
叙
爵
日
に
前
丁
の
年
か
ら
引
き
続
く
こ
と
を

示
す
元
号
は
朱
書
（
山
科
家
本
で
は
前
丁
か
ら
引
き
続
く
元
号
で
あ
る
場
合
、
前

丁
と
同
じ
年
で
あ
っ
て
も
叙
爵
年
月
日
を
元
号
か
ら
記
し
て
い
る
こ
と
が
多

い
）
、
各
位
階
の
頭
部
の

O
印
、
本
来
配
列
す
べ
き
位
置
か
ら
ず
れ
た
た
め
移
し

た
位
置
へ
の
線
な
ど
に
朱
書
が
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
ご
教
示
を
得
た
。

山
科
家
本
で
人
物
に
傍
注
が
施
さ
れ
て
い
て
も
、
東
山
御
文
庫
本
で
は
省
略
さ

れ
て
い
る
人
物
も
か
な
り
あ
る
。
し
か
し
東
山
御
文
庫
本
で
は
二
条
家
に
関
す
る

人
物
に
は
必
ず
、
書
写
時
に
施
さ
れ
た
墨
書
に
よ
る
傍
註
や
、
右
の
よ
う
に
後
か

ら
朱
書
で
傍
注
が
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
も
い
る
。
ま
た
従
五
位
上
の
藤

（
法
性
寺
）
親
雄
は
山
科
家
本
で
は
「
永
禄
元
・
‘
・
ヽ
、
早
世
」
と
あ
る
の

が
、
東
山
御
文
庫
本
で
は
「
永
禄
元
・
七
•
五
、
早
世
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
下

級
公
家
で
没
年
が
補
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
書
写
し
た
者
の
身
内

か
、
身
内
に
近
い
人
物
で
な
い
と
知
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
と
思
う
。
二
条
家

に
属
す
る
下
級
公
家
に
傍
注
を
施
し
た
り
、
早
世
者
の
没
年
ま
で
記
入
し
た
り
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
、
東
山
御
文
庫
本
の
書
写
者
は
、
二
条
家
に
関
係
す
る

人
物
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
書
体
が
違
う
箇
所
も
見
受
け
ら

れ
、
一
人
で
は
な
く
複
数
の
人
で
書
写
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

次
に
前
述
の
山
科
家
本
と
東
山
御
文
庫
本
の
五
五
名
の
差
に
つ
い
て
で
あ
る
。

た
い
。

五
五
名
の
内
訳
は
、
記
載
漏
れ
と
、
慶
長
九
年
以
降
は
書
か
れ
て
い
な
い
人
物
で

記
載
漏
れ
は
、
正
四
位
下
に
一
人
、
従
四
位
上
に
二
人
、
従
四
位
下
に
三
人
、

正
五
位
下
二
人
、
従
五
位
上
に
三
人
、
従
五
位
下
に
十
人
あ
る
が
、
漏
れ
た
の
は

意
図
的
な
も
の
か
、
誤
り
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
慶
長
九
年
以
降
書
か
れ

て
な
い
人
数
は
正
四
位
下
に
三
人
、
従
四
位
上
に
六
人
、
従
四
位
下
に
五
人
、
正

五
位
下
に
六
人
、
従
五
位
上
に
九
人
、
従
五
位
下
に
五
人
あ
る
。
こ
の
う
ち
書
き

漏
れ
の
人
物
は
と
も
か
く
、
慶
長
九
年
以
降
か
ら
記
入
が
途
絶
え
て
い
る
こ
と
に

な
に
か
あ
っ
た
た
め
か
と
疑
問
を
持
つ
。
こ
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
次
に

山
科
家
が
禁
裏
で
『
歴
名
土
代
』
の
書
き
改
め
と
二
条
家
で
の
書
写
の
状
況
を
、

言
継
の
日
記
『
言
継
卿
記
』
、
言
経
の
日
記
『
言
経
卿
記
』
か
ら
見
る
こ
と
と
し

山
科
言
継
が
『
歴
名
土
代
』
の
清
書
を
終
え
た
の
は
、
永
禄
二
年
(
-
五
五

(
7
)
 

九
）
二
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
完
成
す
る
ま
で
の
こ
と
を
言
継
は
、
『
歴

名
土
代
』
の
奥
書
に
「
古
今
悉
紛
失
」
し
た
た
め
、
清
三
位
（
舟
橋
良
雄
力
）
の

許
に
あ
る
宝
徳
三
年
(
-
四
五
一
）
か
ら
永
正
二
年
(
-
五
0
五
）
分
、
そ
れ
以

降
は
か
つ
て
言
継
が
注
を
施
し
た
広
橋
国
光
本
に
書
き
加
え
作
成
し
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
間
の
天
文
六
年
(
-
五
三
七
）
分
ま
で
書
き
付
け
た
草
本
を
三
条

西
実
澄
が
所
望
し
た
た
め
、
翌
十
七
日
に
与
え
、
自
分
の
分
は
ま
た
書
き
写
し
清

書
し
て
い
紅
゜

『
歴
名
土
代
』
は
そ
の
後
、
慶
長
十
一
年
(
-
六
0
六
）
正
月
二
十
一
日
従
四

あ
る
。
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位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
坊
城
俊
昌
ま
で
書
き
継
が
れ
る
。
言
継
は
天
正
七
年
に
甍
じ

る
か
ら
、
後
は
息
子
の
言
経
が
書
き
継
い
だ
。
言
経
は
慶
長
十
六
年
二
月
二
十
七

日
に
六
十
九
歳
で
甍
じ
て
お
り
、
六
十
四
歳
ま
で
書
き
継
い
で
い
た
こ
と
に
な

と

き

お

る
。
そ
の
息
、
言
緒
は
『
歴
名
土
代
』
を
書
き
継
が
な
か
っ
た
様
子
で
、
『
言
緒

卿
記
』
に
は
そ
の
作
業
に
関
す
る
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。

永
禄
九
年
正
月
十
二
日
、
言
継
は
正
親
町
天
皇
の
叡
覧
に
処
す
た
め
、
『
歴
名

(10) 

土
代
』
を
禁
裏
ま
で
持
参
し
て
い
る
。
『
歴
名
土
代
』
は
『
言
継
卿
記
』
に
は

(11) 

「
土
代
」
と
も
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
同
年
五
月
二
十
二
日
に
言
継
は
「
禁
裏

(12) 

御
本
土
代
」
の
近
年
分
を
書
き
継
ぎ
、
以
後
そ
の
作
業
を
息
子
の
言
経
に
譲
る
。

言
経
は
天
正
四
年
(
-
五
七
六
）
正
月
六
日
に
『
歴
名
土
代
」
を
書
き
直
し
、
進

(13)

（

14) 

上
す
る
よ
う
天
皇
か
ら
仰
せ
が
あ
り
、
翌
日
書
き
直
し
禁
裏
へ
届
け
て
い
る
。
天

正
七
年
二
月
五
日
、
言
経
は
『
歴
名
土
代
』
や
『
諸
家
伝
』
な
ど
の
書
き
改
め
の

(15)

（

16) 

仰
せ
を
受
け
、
翌
日
作
業
を
終
え
て
進
上
す
る
。
天
皇
が
正
親
町
天
皇
か
ら
後
陽

成
天
皇
に
代
わ
っ
て
以
後
の
、
慶
長
九
年
(
-
六
0
四
）
二
月
十
三
日
、
中
院
通

勝
と
鷲
尾
隆
尚
は
『
歴
名
土
代
』
な
ど
の
書
き
改
め
を
天
皇
か
ら
仰
せ
ら
れ
た
こ

(17) 

と
で
、
言
経
は
山
科
家
本
を
禁
裏
へ
持
参
し
て
い
る
。
同
月
二
十
日
に
は
長
橋
局

(18) 

か
ら
参
内
の
要
請
を
受
け
『
歴
名
土
代
』
を
直
し
た
。
山
科
家
で
は
こ
こ
に
挙
げ

た
『
歴
名
土
代
』
『
諸
家
伝
』
だ
け
で
な
く
、
禁
裏
の
『
補
歴
』
も
直
し
て
い

る
。
『
補
歴
』
は
「
補
任
」
と
「
歴
名
」
の
書
物
の
こ
と
で
、
「
補
任
」
は
公
卿
を

官
位
順
に
列
挙
し
、
「
歴
名
」
は
四
•
五
位
の
人
物
を
官
位
順
に
列
挙
し
た
も
の

(19) 
で
、
い
ず
れ
も
補
任
簿
で
あ
る
。
後
陽
成
天
皇
の
こ
ろ
に
禁
裏
文
庫
が
形
成
さ
れ

(20)

（

21) 

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
組
織
的
に
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

言
継
父
子
は
補
任
関
係
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
に
は
中
院
通
勝
や
鷲

尾
隆
尚
な
ど
も
、
天
皇
の
仰
せ
に
よ
り
そ
の
作
業
に
協
力
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
言
継
父
子
が
扱
っ
た
『
歴
名
土
代
』
は
禁
裏
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
た
『
歴

名
土
代
』
で
「
官
本
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
条
家
が
山
科
家
か
ら
『
歴
名
土
代
』
を
借
り
た
の
は
、
天
正
四
年
八
月
四
日

（
晴
良
）

の
こ
と
で
『
言
経
卿
記
』
の
そ
の
日
の
記
事
に
は
、
「
二
条
殿
歴
名
土
代
御
借
用(22) 

之
間
進
了
」
と
あ
る
。
こ
の
日
借
り
た
『
歴
名
土
代
』
の
返
却
は
同
九
月
三
日
の

こ
と
で
、
二
条
家
で
は
一
ヶ
月
借
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
借
用
期
間
か
ら
考

え
る
と
、
『
歴
名
土
代
』
の
書
写
を
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
と

き
、
山
科
言
継
が
天
皇
の
仰
せ
で
作
成
し
た
『
歴
名
土
代
』
（
官
本
）
と
も
校
合

し
書
写
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
前
章
で
紹
介
し
た
「
官
本
、
此
間
無
閥
書
続
ケ

リ
」
や
尻
付
け
の
「
官
本
」
云
々
の
言
葉
を
記
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
官

本
、
此
間
無
闊
書
続
ケ
リ
」
を
記
し
た
場
所
は
、
天
正
四
年
以
前
に
叙
爵
し
た
人

の
次
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
書
写
し
た
年
を
推
定
す
る
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
と
き
は
先
に
見
た
二
条
家
関
係
の
人
物
に
傍
注
が
施
さ
れ
て
い
た
の

は、

C

に
示
し
た
人
物
の
う
ち
、
朱
書
さ
れ
た
人
物
以
外
と
推
定
す
る
。

ま
た
、

C

で
東
山
御
文
庫
本
に
、
早
世
し
た
法
性
寺
親
雄
の
没
年
は
永
禄
元
年

う
ん
か
く

七
月
五
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
親
雄
は
二
条
殿
雲
客
、
法
性
寺
親
世
の

子
で
、
二
条
家
が
『
歴
名
土
代
』
を
山
科
家
か
ら
借
用
し
書
写
し
た
時
は
没
し
て

い
る
が
、
書
写
し
た
年
か
ら
親
雄
の
没
年
へ
遡
る
と
十
八
年
で
あ
る
。
そ
の
年
数

で
あ
れ
ば
、
一
族
の
中
に
は
没
年
を
記
憶
し
て
い
る
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
現
在
残
る
『
歴
名
土
代
』
東
山
御
文
庫
本
は
、
当
時
、
二
条
家
の
複
数
の

家
政
職
員
が
、
二
条
家
の
要
請
で
書
写
し
た
本
が
祖
本
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

二
条
家
で
は
『
歴
名
土
代
』
を
返
却
し
た
日
に
、
正
親
町
天
皇
の
代
に
な
っ
て

か
ら
の
『
公
卿
補
任
』
（
『
言
経
卿
記
』
で
は
『
先
皇
補
任
上
下
』
と
記
す
）
の
借
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用
を
山
科
家
へ
依
頼
し
、
言
継
は
「
後
奈
良
院
上
下
」
を
進
め
て
い
る
。

さ
て
、
二
条
家
で
は
、
天
正
四
年
に
山
科
家
か
ら
『
歴
名
土
代
』
を
借
用
し

て
書
写
し
、
書
き
継
い
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
慶
長
九
年
以
降
記
入
が

な
い
。
二
条
家
で
は
、
慶
長
八
年
(
-
六
0
三
）
二
月
五
日
、
二
条
家
当
主
昭
実

(23) 

の
室
が
没
し
て
い
る
。
昭
実
に
は
実
子
が
な
か
っ
た
た
め
、
慶
長
十
六
年
十
二
月

(24) 

二
十
九
日
、
九
条
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
慶

長
九
年
以
降
記
入
が
な
い
の
か
、
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
に
思
う
が
、
以

下
確
た
る
史
料
を
見
い
出
し
て
い
な
い
。

古
典
籍
や
書
籍
・
文
書
類
の
収
集
や
書
写
を
、
継
続
的
に
天
皇
を
中
心
と
し
て

組
織
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
生
じ
て
き
た
の
は
、
応
仁
の

乱
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
で
は
京
都
が
戦
乱
の
地
と
な
っ
た
た
め
禁
裏

が
罹
災
し
た
り
、
公
家
が
地
方
へ
の
下
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
か

ら
、
宮
廷
で
の
行
事
や
儀
式
を
行
う
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。
ま
た
実
施
し
よ
う

と
し
て
も
有
職
故
実
に
詳
し
い
公
家
が
戦
乱
を
避
け
、
京
都
を
不
在
に
し
て
い
た

り
す
る
た
め
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
反
省
と
し
て

禁
裏
の
行
事
や
儀
式
に
関
連
す
る
次
第
書
や
作
法
書
が
天
皇
家
だ
け
で
な
く
諸
家

で
も
、
集
め
ら
れ
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
努
力
が

(25) 

「
知
の
集
積
活
動
」
と
し
て
近
世
へ
受
け
継
が
れ
、
禁
裏
文
庫
創
設
の
基
礎
と
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
近
世
初
期
に
後
水
尾
天
皇
は
元
和
年
間
(
-
六
一
五

＼
一
六
二
四
）
か
ら
新
た
な
収
集
や
書
写
を
行
う
中
、
禁
裏
文
庫
の
整
備
・
拡
充

に
努
め
た
。
こ
の
間
の
元
和
四
年
に
は
後
水
尾
天
皇
は
父
、
後
陽
成
天
皇
の
書
籍

こ
の
よ
う
に
目
録
が
作
ら
れ
て
も
、
そ
の
間
に
は
禁
裏
は
た
び
た
び
火
災
に
遭

載
さ
れ
て
い
る
。

(26) 

等
を
受
け
継
ぎ
、
上
皇
と
な
っ
て
か
ら
の
寛
永
三
年
に
は
禁
裏
文
庫
の
管
理
を
拡

（切）

充
す
る
た
め
、
禁
裏
本
の
目
録
改
定
や
整
理
を
命
じ
て
い
る
。
蔵
書
管
理
の
た
め

作
ら
れ
た
目
録
に
つ
い
て
、
近
世
初
期
か
ら
の
禁
裏
文
庫
の
目
録
の
流
れ
を
見
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。

禁
裏
で
は
書
写
や
収
書
し
蔵
書
が
増
え
た
結
果
、
管
理
の
た
め
目
録
を
作
っ
て

い
た
。
現
存
の
禁
裏
の
蔵
書
目
録
の
う
ち
、
翻
刻
さ
れ
て
い
た
り
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
版
が
あ
り
、
比
較
的
容
易
に
見
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
と
次
の
も
の
が
あ

大
東
急
記
念
文
庫
蔵
）

A

『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
（
菊
亭
家
旧
蔵

麺

B

『
官
本
目
金
』
（
柳
原
家
旧
蔵
岩
瀬
文
庫
蔵
）

C

「
禁
裏
御
記
録
目
録
』
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
収
蔵
菊
亭
文
庫
本

(30) 

キ
ー
三
三
）

D

『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
（
東
山
御
文
庫
所
蔵
勅
封
一
七
四
ー
ニ
ー
ニ
五
）

A
は
慶
安
二
年
(
-
六
四
九
）
に
成
立
。
同
二
年
・
三
年
に
補
筆
さ
れ
、
万
治

四
年
(
-
六
八
一
）
正
月
十
五
日
、
禁
裏
の
火
事
直
後
に
官
本
が
焼
失
し
た
こ
と

(32) 

が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

B
は
万
治
四
年
の
火
災
で
焼
失
す
る
以
前
の
禁
裏
本
の
具

(33) 

体
像
を
示
す
目
録
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

A
.
B
と
も
に
翻
刻
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
中
に
『
歴
名
土
代
』
の
名
は
見
え
な
い
。

C
は
宝
永
四
年
春
ご
ろ
、
東
山
天
皇
か
ら
の
仰
せ
で
菊
亭
伊
季
が
清
書
し
た
当

(34) 

時
の
禁
裏
文
庫
の
蔵
書
目
録
と
さ
れ
、

D
は
元
文
四
年
(
-
七
三
九
）
ご
ろ
ま
で

(
1
7
3
5
)
 

に
収
書
し
た
も
の
を
新
し
く
加
え
桜
町
天
皇
在
位
中
（
享
保
二
十
年
＼

(
1
7
4
7
)

（

35) 

延
享
四
年
）
に
作
ら
れ
た
目
録
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
『
歴
名
土
代
』
が
掲

る。

菊
ー
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山
科
家
は
二
条
家
へ
も
『
歴
名
土
代
』
を
貸
与
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
二
条

家
は
万
治
四
年
の
火
災
の
火
元
で
あ
っ
た
が
、
文
庫
二
つ
の
焼
失
は
免
れ
た
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
延
宝
三
年
(
-
六
七
五
）
の
火
事
で
は
二
条
家
の
文
庫

Vヽ

゜

函）

い
罹
災
す
る
。
そ
こ
で
田
島
公
氏
の
論
文
か
ら
火
災
を
年
表
風
に
見
な
が
ら
、
現

存
す
る
禁
裏
の
蔵
書
目
録
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
承
応
二
年
(
-
六
五
三
）
に
禁
裏
は
火
災
に
遭
い
、
禁
裏
の
大
部
分
が
焼

失
す
る
が
、
禁
裏
文
庫
の
被
災
は
免
れ
た
。
続
い
て
前
述
の
万
治
四
年
の
火
災
で

あ
る
。
火
元
は
二
条
光
平
邸
で
、
こ
の
火
事
で
は
禁
裏
の
文
庫
が
焼
け
、
書
籍
の

大
部
分
が
焼
失
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
焼
失
す
る
ま
で
の
禁
裏
文
庫
の
蔵
書
の

状
況
が
わ
か
る
の
が
、
前
述
の

A
.
B
の
目
録
で
あ
る
。
こ
の
時
の
天
皇
は
後
西

天
皇
で
あ
っ
た
が
、
後
西
天
皇
は
承
応
二
年
の
内
裏
の
火
災
を
教
訓
と
し
て
、
禁

裏
文
庫
の
副
本
を
作
成
し
、
別
の
文
庫
に
収
納
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
副
本
を
保
管

す
る
文
庫
に
損
害
は
な
か
っ
た
た
め
、
寛
文
六
年
(
-
六
六
六
）
に
後
西
天
皇

(37) 

は
、
副
本
を
改
め
て
禁
裏
文
庫
へ
収
め
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
寛
文
十
三
年

(II

延
宝
元
年
一
六
七
三
）
と
宝
永
五
年
(
-
七
0
八
）
に
も
大
火
に
見
舞
わ
れ
禁

裏
は
炎
上
す
る
が
、
文
庫
は
免
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

C
の
目
録
記
載
の
書
物
が

残
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
後
D
も
作
成
さ
れ
た
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

A
.
B
に
『
歴
名
土
代
』
の
記
載
が
な
い
こ
と
で

あ
る
。
山
科
家
で
は
正
親
町
・
後
陽
成
両
天
皇
の
時
代
を
通
じ
て
『
歴
名
土
代
』

を
直
し
た
り
、
書
き
改
め
た
り
し
て
禁
裏
へ
届
け
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

A
.
B
は
万
治
四
年
以
前
に
収
納
さ
れ
た
書
籍
、
す
な
わ
ち
禁
裏
文
庫
が
火
災
に

遭
う
前
に
存
在
し
た
書
籍
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
当
然
『
歴
名
土
代
」
の
名
が
記

載
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
記
載
が
な
い
理
由
は
わ
か
ら
な

(39) 

は
焼
失
し
て
い
る
。
二
条
家
の
記
録
類
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
東
園
基
量
の

(40) 

日
記
『
基
量
卿
記
』
貞
享
二
年
(
-
六
八
五
）
正
月
二
十
六
日
条
に
、

（
徳
川
網
吉
）

一
、
此
度
従
大
樹
被
献
上
、
先
年
二
条
家
文
庫
記
録
被
写
取
分
、
禁
中
へ

進
上
也
、
御
機
嫌
此
事
也
、
玉
葉
•
玉
菓
•
台
記
・
殿
記
・
定
家
卿
記
彼
是

天
暦
以
来
之
日
記
年
号
四
十
年
分
惣
二
百
州
巻
、
入
箱
、
外
二
目
録
十
冊
有

之、入
御
文
庫
了
、
行
啓
行
列
略
、
有
御
沙
汰
、
奉
行
頭
中
将
へ
被
仰
出
了
、

と
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
幕
府
に
あ
る
「
二
条
家
文
庫
記
録
」
を
霊
元
天
皇
へ

「
進
上
」
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
実
際
は
「
進
上
」
で
は
な
く
、
一
条
兼

(41) 

輝
の
日
記
『
兼
輝
公
記
』
の
同
二
十
七
日
条
に
見
る
「
自
関
東
令
借
献
旧
記
」
で

あ
り
、
幕
府
側
の
公
式
記
録
『
徳
川
実
紀
』
貞
享
二
年
正
月
十
四
日
条
に
も
「
日

(42) 

並
記
二
百
三
十
冊
繕
写
し
て
進
覧
し
給
ふ
」
と
あ
っ
て
、
貸
与
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
貸
与
さ
れ
た
書
物
の
名
を
具
体
的
に
見
る
と
、
『
基
量
卿
記
』
の
玉
葉
・
玉

棄
•
台
記
・
殿
記
・
定
家
卿
記
に
加
え
、
『
兼
輝
公
記
』
か
ら
は
「
師
輔
公
記
・

後
二
条
関
白
記
・
経
実
卿
記
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
其
外
部
類

(43) 

記
数
多
」
も
あ
っ
た
。
幕
府
が
貸
与
し
た
二
条
家
の
文
庫
記
録
は
、
「
惣
二
百
舟

巻
、
入
二
箱
、
外
目
録
十
冊
」
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
、
二
条
邸
が
火
事
で
被
災

す
る
以
前
の
、
二
条
家
の
書
物
と
推
測
で
き
る
。

幕
府
に
は
徳
川
家
康
が
創
設
し
、
寛
永
十
六
年
(
-
六
三
九
）
に
江
戸
城
内
紅

葉
山
に
建
て
ら
れ
た
文
庫
が
あ
る
。
家
康
は
学
問
を
好
み
、
図
書
を
愛
す
る
人
で

あ
っ
た
た
め
、
応
仁
の
乱
以
後
騒
乱
が
続
き
、
書
籍
が
散
逸
し
た
の
を
嘆
い
て
広

く
古
書
の
購
求
や
古
書
の
謄
写
に
よ
り
蔵
書
に
努
め
た
。
さ
ら
に
諸
家
か
ら
の
献

上
な
ど
も
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
に
慶
長
七
年
(
-
六
0
二
）
紅
葉
山
文
庫
の
創
設

(44) 

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
庫
が
創
設
さ
れ
て
後
も
家
康
は
蔵
書
に
努
め
た
。
二
条
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家
の
書
物
の
借
用
・
書
写
も
そ
の
流
れ
の
中
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

慶
長
十
九
年
十
一
月
三
日
家
康
の
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
で
南
禅
寺
金
地
院
の
僧
、

以
心
崇
伝
は
二
条
家
へ
書
物
借
用
の
書
状
を
出
し
た
。
今
度
、
諸
家
の
記
録
を
書

写
す
る
の
で
、
「
江
次
第
井
家
之
旧
記
」
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
内
容
で
あ

(45) 
る。書

写
は
慶
長
十
九
年
四
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
二
条
家
か
ら
借
用
し
た
書
籍
の

数
は
後
年
の
記
録
で
あ
る
が
、
江
次
第
二
十
冊
、
「
家
之
旧
記
」
は
日
次
記
で
二

(46) 

百
二
十
冊
と
な
っ
て
お
り
、
『
基
量
卿
記
』
と
は
冊
数
に
違
い
が
あ
る
。

天
正
四
年
に
二
条
晴
良
が
山
科
家
か
ら
借
用
し
、
書
写
し
た
『
歴
名
土
代
』

も
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
こ
で
の
『
歴
名
土
代
』

は
、
二
条
家
に
関
す
る
人
物
へ
の
朱
書
は
、
ま
だ
施
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
思
う
。

貸
与
さ
れ
た
二
条
家
本
の
書
写
を
終
え
た
た
め
、
霊
元
天
皇
に
よ
っ
て
貞
享
二

年
十
月
二
十
二
日
か
ら
花
山
院
定
誠
・
大
炊
御
門
経
光
・
今
出
川
公
規
•
清
閑
寺

熙
房
•
三
条
実
通
・
醍
醐
冬
基
•
今
出
川
伊
季
•
中
院
通
茂
・
勧
修
寺
経
慶
•
高

辻
豊
長
・
東
園
基
量
•
清
水
谷
実
業
・
庭
田
重
条
•
中
山
篤
親
•
清
閑
寺
煕
定
・

伏
原
宣
幸
・
押
小
路
公
起
•
三
室
戸
誠
光
・
梅
小
路
共
方
・
勘
解
由
小
路
紹
光
の

(47) 

「
公
卿
•
雲
客
」
ら
が
集
め
ら
れ
校
合
が
始
ま
っ
た
。
校
合
は
約
一
ヶ
月
後
の
十

(48) 

一
月
三
十
日
「
今
日
悉
終
返
献
禁
裏
」
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
校
合
し
た
の
は

二
十
名
の
「
公
卿
•
雲
客
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
書
写
し
た
の
は
校
合
し
た

(49) 

人
々
と
は
別
の
下
級
公
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
書
写
を
行
っ

た
人
々
の
中
に
二
条
家
に
関
係
す
る
人
が
お
り
、
墨
書
さ
れ
た
傍
注
の
あ
る
二
条

家
の
関
係
者
に
倣
っ
て
、
二
条
家
に
関
係
す
る
人
物
に
は
朱
書
の
傍
注
が
施
さ
れ

（
今
出
川
）

た
と
推
測
で
き
る
。
次
章
で
触
れ
る
高
松
宮
家
本
・
陽
明
文
庫
本
・
菊
亭
文
庫
本

•
平
松
文
庫
本
に
は
東
山
御
文
庫
本
に
あ
る
二
条
家
に
関
す
る
人
物
に
は
傍
注
が

四

幕
府
か
ら
借
り
た
書
物
の
中
に
あ
っ
た
『
歴
名
土
代
』
は
書
写
後
、
ま
ず
C
の

『
禁
裏
御
記
録
目
録
』
に
記
載
さ
れ
、
続
い
て

D
の
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
へ
も

記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
『
歴
名
土
代
』
で
東
山
御
文
庫
本
の
系
統
で
あ
る
と
確
認
で
き
た
も
の
を

次
に
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

東
山
御
文
庫
本
と
系
統
を
同
じ
く
す
る
『
歴
名
土
代
』
の
写
本
は
、
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
蔵

(
H
I
六
O
O
I七
四
五
、
便
宜
、
高
松
宮
家
本
と
す
る
。
以
下

の
写
本
も
現
在
所
蔵
機
関
の
後
に
旧
蔵
者
名
を
記
し
、
説
明
に
当
た
っ
て
は
旧
蔵

者
名
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
）
・
陽
明
文
庫
蔵
（
近
二
四
四
―
―
1
0
二
、
近
衛
家

本
）
・
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
（
菊
レ
三
、
菊
亭
本
）
・
同
（
平
松
レ
ニ
、
平
松

家
本
）
・
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
蔵
（
国
史
か
六
一
五
五
、
広
橋
本
）

•
岩
瀬
文
庫
蔵
（
六0
五
―
―
―
二
三

0
、
柳
原
本
）
・
内
閣
文
庫
蔵
（
一

五
一
函
二
九
八
号
、
和
学
講
談
所
本
）
・
同
(
-
五
一
函
三

0

0
号
、
坊
城
家

本
）
、
同
(
-
五
一
函
三
0
二
号
、
太
政
官
正
院
地
志
課
本
）
が
あ
り
、
第
一
章

の
①
ー

a・

①
|

b
で
説
明
し
た
「
官
本
」
云
々
の
文
言
記
載
の
有
無
に
よ
り
系

統
が
別
れ
る
。
「
官
本
」
云
々
の
文
言
が
あ
る
の
は
、
東
山
御
文
庫
本
・
柳
原
本

•
広
橋
本
・
和
学
講
談
所
本
で
、
そ
れ
が
な
い
の
は
高
松
宮
家
本
・
近
衛
家
本
・

菊
亭
家
本
・
坊
城
家
本
•
平
松
家
本
・
太
政
官
正
院
地
志
課
本
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

内
容
な
ど
に
つ
い
て
別
表
1
(
3
4
頁）、

2
|
1
（35
頁
）
・

2
|
2
(
3
6
頁
）
に

示
し
た
。
見
方
に
つ
い
て
は
、
別
表
1
が
東
山
御
文
庫
本
の
系
統
本
。
別
表
2
が

施
さ
れ
て
い
な
い
。
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高
松
宮
家
の
系
統
を
引
く
写
本
で
あ
る
。
「
体
裁
」
欄
は
、
当
該
の
写
本
の
体

裁
。
「
記
載
人
数
」
欄
は
、
位
ご
と
の
最
初
に
記
載
さ
れ
た
人
名
と
最
後
に
記
載

の
人
名
。
及
び
延
人
数
と
「
官
本
」
云
々
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
有
無
。
「
特

記
事
項
」
欄
は
参
考
的
内
容
を
記
す
。

写
本
全
体
を
眺
め
る
と
、
寸
法
は
美
濃
判
の
大
き
さ
で
、
装
丁
は
四
位
•
五
位

が
一
冊
に
綴
ら
れ
て
い
る
写
本
と
位
ご
と
に
一
冊
ず
つ
綴
ら
れ
て
い
る
写
本
が
全

部
残
っ
て
い
る
。
保
存
状
態
は
概
ね
良
好
で
、
蔵
書
印
が
あ
る
写
本
と
な
い
写
本

が
あ
る
。

記
載
人
数
は
和
学
講
談
所
本
を
除
い
て
、
最
初
に
記
さ
れ
る
人
名
と
最
後
の
人

名
に
違
い
は
な
い
が
、
記
載
人
数
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
和
学

講
談
所
本
は
「
特
記
事
項
」
に
記
し
た
よ
う
に
従
四
位
下
以
下
に
綴
じ
違
い
が
生

じ
て
お
り
、
最
初
に
記
さ
れ
た
人
名
と
最
後
の
人
名
が
他
の
写
本
と
違
っ
て
お

り
、
ど
こ
ま
で
が
当
該
の
位
の
人
物
か
判
明
し
難
い
。
蔵
書
印
が
浅
草
文
庫
•
和

学
講
談
所
・
書
籍
館
と
押
印
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

機
関
へ
移
動
す
る
と
き
、
綴
じ
目
が
破
損
し
た
た
め
仮
綴
じ
の
ま
ま
残
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

写
本
の
作
成
年
代
が
ほ
ぼ
判
明
す
る
の
は
、
特
記
事
項
へ
記
し
た
よ
う
に
陽
明

文
庫
文
庫
長
の
名
和
修
氏
か
ら
ご
教
示
を
得
た
陽
明
文
庫
本
（
別
表
2ー

1
)
だ

け
で
あ
る
。
他
に
蔵
書
印
が
押
さ
れ
た
写
本
で
、
個
人
名
の
印
の
あ
る
写
本
の
う

ち
、
柳
原
本
の
柳
原
資
廉
（
別
表
1
)、
今
出
川
公
規
•
坊
城
俊
広
（
別
表2
|

l
)
が
生
存
中
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
右
の
三
人
の
生
没
年
は

『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

柳
原
資
廉
正
保
元
年
＼
正
徳
二
年

今
出
川
公
規
寛
永
十
五
年
＼
元
禄
十
年

三
人
と
も
同
時
代
に
生
き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
り
、
こ
の
う
ち
今
出
川
公

規
は
先
述
の
と
お
り
霊
元
天
皇
が
幕
府
か
ら
借
用
し
た
書
物
の
書
写
を
終
え
、
校

合
す
る
と
き
集
め
ら
れ
た
「
公
卿
•
雲
客
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。
借
用
し
た
と
き

(51) 

一
条
兼
輝
は
霊
尤
天
皇
に
「
玉
葉
・
玉
薬
等
予
拝
借
事
奉
願
」
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
公
規
も
同
様
に
『
歴
名
土
代
』
を
借
用
し
、
自
家
用
に
書
写
し
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
資
廉
や
俊
広
も
同
様
な
方
法
で
借
用
し
、
書
写
し
た
か
も
知
れ
な

東
山
御
文
庫
本
に
残
る
『
歴
名
土
代
』
に
つ
い
て
祖
本
・
成
立
年
・
禁
裏
ヘ

収
納
さ
れ
た
時
期
な
ど
に
つ
い
て
判
っ
た
こ
と
か
ら
紹
介
し
て
き
た
。
推
定
で
き

た
こ
と
や
判
っ
た
こ
と
を
図
示
す
れ
ば

29
頁
の
系
統
図
が
で
き
る
。

祖
本
は
山
科
家
本
で
あ
る
。
以
下
29
頁
図
に
つ
い
て
確
認
を
す
る
と

(
0
で
囲

ん
だ
数
字
は
図
上
の
数
字
位
置
の
説
明
）
正
親
町
天
皇
の
時
代
か
ら
後
陽
成
天
皇

の
時
代
に
か
け
て
、
山
科
言
継
・
言
経
父
子
は
禁
裏
か
ら
の
仰
せ
で
『
歴
名
土

代
』
を
書
き
直
し
、
書
き
継
ぎ
し
（
①
）
て
禁
裏
本
と
し
て
保
管
さ
れ
、
後
水
尾

天
皇
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
『
歴
名
土
代
』
の
「
官
本
」
と
称
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
二
条
家
で
も
、
天
正
四
年
に
山
科
家
本
を
借
用
し
書

写
（
②
）
し
て
き
た
。
二
条
家
で
は
書
写
を
す
る
間
に
禁
裏
本
と
校
合
し
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
（
③
）
、
そ
の
時
、
「
官
本
、
此
間
無
関
書
続
ケ
リ
」
や
尻
付
け
の

「
官
本
」
云
々
の
言
葉
が
付
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
禁
裏
本
の
方
は
目
録

ヘ
書
名
が
記
載
さ
れ
な
い
う
ち
、
万
治
四
年
の
火
災
で
焼
失
し
た
（
④
）
。

↓ヽ

O
し

む
す
び
に
か
え
て

坊
城
俊
広

製
伍
箪
＼
一
加
尉
ド
五
年
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東
京
大
学
史
料
編
纂
所

二
条
家
本
|
|
]
↓
R
焼
失
｀
延
宝
三
年
）

＼
③
「
校
合
」
⑥
幕
府
書
写
（
紅
葉
山
文
庫
）
ー
ー
ー
]

禁
裏
御
本
（
官
本
）
—
↓
後
水
尾
天
皇
所
蔵
|
↓
④
焼
失
（
万
治
四
年
）
⑦
書
写
|
|
↓
東
山
御
文
庫
本

「
二
条
家
関
係
者
」

ま
た
、
延
宝
三
年
の
火
事
で
二
条
家
は
罹
災
し
文
庫
も
焼
け
て
し
ま
っ
た

（
⑤
）
。
と
こ
ろ
が
慶
長
十
九
年
十
一
月
に
幕
府
は
二
条
家
の
記
録
類
を
借
用
し
書

写
し
て
お
り
（
⑥
）
、
そ
れ
を
貞
享
二
年
に
霊
元
天
皇
に
貸
与
し
、
天
皇
は
そ
の

書
写
を
臣
下
に
命
じ
た
（
⑦
）
。
そ
の
中
に
は
二
条
家
に
関
わ
る
人
も
そ
の
作
業

に
携
わ
り
、
第
一
章
の
C
表
に
示
し
た
二
条
家
の
人
々
に
傍
注
を
施
し
た
の
で
あ

る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
先
述
し
た
丁
変
わ
り
に
付
さ
れ
た
前
丁
か
ら
続
く
元
号
な

ど
校
合
の
と
き
、
朱
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

幕
府
か
ら
借
用
し
た
書
物
の
中
に
『
歴
名
土
代
』
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ

れ
、
そ
れ
を
書
写
し
て
禁
裏
文
庫
へ
収
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
現
在
、
京
都
大
学
附

属
図
書
館
蔵
菊
亭
文
庫
本
に
残
る
『
禁
裏
御
記
録
目
録
」
（
前
述
C
)
に
記
載
さ

れ
、
桜
町
天
皇
の
時
代
に
作
成
さ
れ
た
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
（
同
D
)
へ
書
名

が
載
り
引
き
継
が
れ
、
現
在
の
東
山
御
文
庫
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

東
山
御
文
庫
本
と
し
て
残
る
『
歴
名
土
代
』
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
仮
説
を

①←ー山科言継ー→

①←ー山科言経-—ャ

②
用借

「
書
写
」

立
て
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の

作
業
は
避
け
て
通
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

―
つ
は
『
歴
名
土
代
』
が
紅
葉
山
文
庫
か
ら
借
用
し
た
書
籍
の
中
の
一
冊
と
い

う
こ
と
で
、
同
時
に
借
用
の
玉
葉
・
玉
菓
•
台
記
・
殿
記
・
定
家
卿
記
・
師
輔
公

記
・
後
二
条
関
白
記
・
経
実
卿
記
も
書
写
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
幕
府
へ
返
却
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
後
年
紅
葉
山
文
庫
を
引
き
継
い
だ
内
閣
文
庫
に
は
そ
れ
ら

の
書
物
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
二
つ
目
は
紅
葉
山
文
庫
の
本
を
借
用
し

書
写
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
書
物
は
東
山
御
文
庫
に
残
っ
て
い
る
と
想
定

―
つ
目
に
つ
い
て
、
内
閣
文
庫
の
蔵
書
目
録
か
ら
『
歴
名
土
代
』
を
検
索
す
る

と
、
旧
蔵
者
は
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
旧
蔵
者
の
後
の
（

請
求
番
号
）
。

坊
城
家
(
-
五
―

|

0
三
0
0
)
 

太
政
官
正
院
地
志
(
-
五
―

|

0
三
0
二）

で
き
る
。

--, 

」
は
推
定
部
分

）
内
は
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玉
葉

よ
う
に
あ
る
。

関
白
記
」
（
特0
二
四
l
o
o
o

五
）
だ
け
で
、
玉
菓
•
殿
記
の
旧
蔵
者
は
他
の

機
関
で
あ
り
、
定
家
卿
記
・
師
輔
公
記
・
経
実
卿
記
の
名
は
出
て
こ
な
い
。
た
だ

「
玉
葉
」
は
「
玉
葉
紗
」
が
紅
葉
山
文
庫
本
に
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た

次
に
紅
葉
山
文
庫
か
ら
借
用
し
た
書
物
を
書
写
し
、
禁
裏
文
庫
へ
納
め
ら
れ
、

そ
の
後
東
山
御
文
庫
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
書
物
を
小
倉
慈
司
編
「
東

山
御
文
庫
本
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
内
容
目
録
（
稿
）
（
1
)
」
に
よ
り
探
す
と
次
の

七
函
三
ー
一
＼
二
五

一
七
函
ニ
ニ

二
六
＼
三
九

六
函
ニ
ー
三
六
＼
五
四

六
函
二

I
-
＼
三
五

長
寛
二
＼
治
承
元
年
冬

治
承
二
＼
寿
永
二
年

寿
永
二
年
秋
＼
文
治
三
年
冬

文
治
三
＼
建
久
二
年
春

嘉
応
二
年

1
0
函
三
ー
一
＼
四
五

―
―
函
四
ー
一
¥
1
0
 

五
ー
一
＼
二
五

五
函
三
ー
五

経

実

記

嘉

保

元

年

四

月

こ
こ
に
揚
げ
た
内
閣
文
庫
の
「
台
記
」
「
後
二
条
関
白
記
」
「
玉
葉
紗
」
、
東
山

御
文
庫
の
「
玉
葉
」
「
玉
棄
」
「
後
二
条
関
白
記
」
「
台
記
」
「
明
月
記
」
「
経
実
記
」

に
つ
い
て
、
ま
ず
二
条
家
に
あ
っ
た
書
物
の
写
本
で
あ
る
か
、
充
分
な
検
討
を
加

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
閣
文
庫
は
簡
単
に
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
が
、
ま
ず
東

六 四
＼
五

rヽ

0

＞ヽ

ニ
ー
三
一
＼
三
六

明
月
記

八
函
ニ
ー
―
―
―
―
-
＼
二
六

五
六
函
三
〇

旧
蔵
者
不
明
(
-
五
―

|

0
二
九
九
）

坊
城
家
・
太
政
官
正
院
地
志
•
和
学
講
談
所
の
各
本
の
三
点
は
本
稿
で
紹
介
し

た
東
山
御
文
庫
系
統
の
『
歴
名
土
代
』
で
、
甘
露
寺
家
・
旧
蔵
者
不
明
の
二
点
は

山
科
家
本
系
統
の
写
本
で
あ
る
。
山
科
家
本
系
の
写
本
に
つ
い
て
は
別
稿
で
紹
介

す
る
予
定
。
残
る
写
本
と
し
て
は
群
書
類
従
本
が
出
て
く
る
。
内
閣
文
庫
に
蔵
さ

れ
る
『
歴
名
土
代
』
は
、
検
索
し
た
限
り
紅
葉
山
文
庫
か
ら
引
き
継
が
れ
た
写
本

の
中
に
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
玉
葉
・
玉
薬
•
台
記
・
殿
記
・
定
家
卿
記
・
師

輔
公
記
・
後
二
条
関
白
記
・
経
実
卿
記
に
つ
い
て
も
検
索
す
る
と
、
旧
蔵
者
が
紅

葉
山
文
庫
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
台
記
」
（
特
0
二
四
ー
0

0
1
 

0
)
・
「
後
二
条

和
学
講
談
所
(
-
五
一
ー
ニ
九
八
）

甘
露
寺
家
（
五
―

_
o三
0
1

)

 

台
記

後
二
条
関
白
記

玉
薬

三

八
函
ニ
ー
一
＼
二
二

二
七
＼
三
0

三
七
＼
四
七

ニ
ー
五
四

五
函
三
ー
＝
―
＼
四

一
七
函
―
―

五
函
三
ー
ニ
―
-
＼
三
二

一
七
函
一
八

ニ
四

承
元
三
年
三
月
S
承
久
三
年
正
月

安
貞
二
年
正
月
＼
寛
喜
元
年
十
月

嘉
禎
元
年
七
月
＼
仁
治
元
年
三
月

寛
治
二
年
三
・
―
二
月

寛
治
七
、
嘉
保
元
・
ニ
年

応
徳
三
＼
寛
治
六

康
治
元
＼
久
安
六
年
正
月

保
延
五
年
二
月

久
寿
元
年
冬

嘉
禄
元
年
春
＼
二
年
冬

寛
喜
二
年
冬
＼
嘉
禎
元
年
冬

治
承
四
＼
天
福
元
年

建
仁
二
年
夏
＼
建
暦
元
年
―
二
月

建
暦
元
＼
嘉
禄
三
年
冬

建
暦
一
年
十
月
＼
天
福
元
年
―
二
月

嘉
禄
二
年
春

治
承
四
年

建
久
元
年
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(
3
)
 

2
)
 

注(
1
)
 

山
御
文
庫
本
は
宮
内
庁
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
閲
覧
か
ら
始
め
、
場
合
に
よ
っ

て
は
東
山
御
文
庫
で
実
物
を
見
る
必
要
が
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
書

物
を
全
体
的
に
眺
め
て
後
、
本
稿
で
『
歴
名
土
代
』
に
対
し
て
立
て
た
仮
説
の
正

現
在
、
東
山
御
文
庫
本
の
系
統
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
近
衛
•
今
出
川

（
菊
亭
）
・
柳
原
・
広
橋
・
坊
城
•
平
松
の
諸
家
で
、
公
卿
の
家
系
の
写
本
で
あ

る
。
『
国
書
総
目
録
』
に
は
、
ま
だ
い
く
つ
か
の
『
歴
名
土
代
』
の
写
本
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
今
ま
で
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
奥
書
」
か
ら

山
科
家
本
の
系
統
を
引
く
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
の
多
く

は
地
下
の
家
が
書
写
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
へ
残
さ
れ
て
い
た
の
が
、
現
在
の
所
蔵

者
へ
移
っ
て
い
っ
た
。
山
科
家
本
系
統
の
写
本
が
東
山
御
文
庫
系
統
と
異
な
る
点

は
、
地
下
の
家
が
書
写
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
自
筆
本
が
あ
る
山
科
家
本
は
ど
の

よ
う
な
流
れ
で
書
写
さ
れ
て
き
た
か
。
ま
た
『
歴
名
土
代
』
を
書
写
し
た
家
が
意

図
す
る
も
の
は
何
か
、
そ
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、
東
山
御
文
庫
本
の
仮
説
の
検

証
と
と
も
に
別
稿
を
立
て
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

湯
川
敏
治
編
『
歴
名
土
代
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
平
成
八
年
）
で
、
「
り
ゃ

く
み
ょ
う
ど
だ
い
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
歴
名
土
代
」
は

『
群
書
類
従
雑
部
』
第
二
十
九
輯
に
山
科
家
本
の
写
本
が
採
録
さ
れ
て
い
る
た

め
、
従
来
こ
れ
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。

田
島
公
「
天
皇
家
ゆ
か
り
の
文
庫
・
宝
蔵
の
「
目
録
学
的
研
究
」
の
成
果
と
課

題
」
（
『
説
話
文
学
研
究
』

41

平
成
十
八
年
）
。

田
島
公
氏
は
「
目
録
学
的
研
究
」
を
提
唱
し
進
め
る
た
め
、
次
の
一
連
の
作
業

を
行
っ
て
い
る
。

①
「
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
東
山
御
文
庫
の
蔵
書
ー
古
代
・
中
世
の
古
典
籍
・
古

否
が
わ
か
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
7
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

記
録
け
ん
き
ゅ
う
の
た
め
に
ー
」
（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
社

会
の
史
的
構
造
』
古
代
・
中
世
思
文
閣
出
版
一
九
九
七
年
）
。

②
「
近
世
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
蔵
書
目
録
ー
東
山
御
文
庫
本
の
史
料
学
的
・
目

録
学
的
研
究
の
た
め
に
ー
」
（
『
皇
室
の
至
宝
東
山
御
文
庫
御
物
』

5

毎

日
新
聞
社
二
0

0
0
年
）
こ
の
後
、
②
を
補
訂
し
『
東
山
御
文
庫
本
を
中

心
と
し
た
禁
裏
本
お
よ
び
禁
裏
文
庫
の
総
合
的
研
究
』
(
-
九
九
八
年
度
二
O

0

0
年
度
科
研
・
研
究
成
果
報
告
書
）
と
し
て
報
告
さ
れ
た
。

③
「
近
世
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
蔵
書
目
録
—
東
山
御
文
庫
本
の
史
料
学
的
・
目

録
学
的
研
究
の
た
め
に
ー
」
（
田
島
公
編
『
禁
裏
•
公
家
文
庫
研
究
』
1

思

文
閣
出
版
二
0

0
三
年
）
。
②
を
再
補
訂
し
た
も
の
で
、
本
稿
作
成
で
は
主

に
こ
の
書
籍
を
使
用
し
た
。

④
「
典
籍
の
伝
来
と
文
庫
古
代
・
中
世
の
天
皇
家
ゆ
か
り
の
文
庫
・
宝
蔵
を

中
心
に
」
（
石
上
英
一
編
『
日
本
の
時
代
史
』

30

歴
史
と
素
材
吉
川
弘
文

館

二

0

0
四
年
）
。

⑤
「
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
の
影
印
本
と
原
本
」
（
『
汲
古
』

48

汲
古
書
院
二

0

0
五
年
）
。

⑥
「
慧
晏
文
庫
周
辺
の
『
古
事
談
」
と
『
古
事
談
』
逸
文
」
（
『
新
日
本
古
典
文

学
大
系
（
第
4
1
巻
『
古
事
談
続
古
事
談
』
付
録
）
月
報
』
l
O
o
岩
波
書

店

二

0

0
五
年
）

⑦
「
中
世
天
皇
家
の
文
庫
・
宝
蔵
の
変
遷
ー
蔵
書
目
録
の
紹
介
と
収
蔵
品
の
行

方
ー
」
（
田
島
公
編
『
禁
裏
•
公
家
文
庫
研
究
」2

思
文
閣
出
版
二

0
0

六
年
）

そ
し
て
注

(
2
)

の
論
文
で
、
田
島
氏
は
①
I
⑦
の
意
図
す
る
内
容
を
ま
と
め

て
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
論
文
に
よ
り
多
大
の
恩
恵
を
得
て
作
成
す
る
こ
と
が

で

き

た

。

．

『
書
陵
部
紀
要
』

49
号
（
宮
内
庁
書
陵
部
一
九
九
七
年
）
。

注

(
3
)
③゚

『
文
藝
春
秋
』
普
通
号
（
昭
和
八
年
二
月
号
・
三
月
号
）
。
桑
田
忠
親
「
上
泉
伊

勢
守
秀
綱
」
（
『
日
本
の
剣
豪
一
」
旺
文
社
一
九
八
四
年
）
。

『
言
継
卿
記
』
永
禄
二
年
二
月
十
七
日
条
。
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(30) 

(31) 

(29) 

(26) 

(27) 

(28) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
山
科
家
本
『
歴
名
土
代
」
奥
書
。

『
言
緒
卿
記
上
』
『
同
下
』
（
『
大
日
本
古
記
録
』
）
。

『
言
継
卿
記
』
永
禄
九
年
正
月
十
二
日
条
。

注

(
1
)
、
拙
著
解
題
。

『
言
継
卿
記
』
永
禄
九
年
五
月
二
十
二
日
条
。

『
言
経
卿
記
』
天
正
四
年
正
月
六
日
条
。

『
言
経
卿
記
』
天
正
四
年
正
月
七
日
条
。

『
言
経
卿
記
』
天
正
七
年
二
月
五
日
条
。

『
言
経
卿
記
』
天
正
七
年
二
月
六
日
条
。

『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
二
月
十
三
日
条
。

『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
二
月
二
十
日
条
。

注

(
1
)
、
拙
著
解
題
。

注

(
3
)
③
o

『
泰
重
卿
記
』
元
和
四
年
六
月
八
日
条
に
は
、
書
籍
整
理
の
た
め
書
籍
奉
行
以
下

「
手
伝
代
衆
」
が
参
仕
し
目
録
を
作
成
し
校
合
す
る
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。
書
写

も
こ
の
よ
う
な
構
成
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

『
言
継
卿
記
」
『
言
経
卿
記
』
天
正
四
年
九
月
三
日
条
。

『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
八
年
二
月
五
日
条
。

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
十
六
年
十
二
月
二
十
九
日
条
。

井
原
今
朝
男
「
宮
廷
文
化
と
知
の
集
積
」
（
は
繹
鯰
謬
麟
蘊
鰐
畦
編
図
録
『
う
た
の
ち

か
ら
ー
和
歌
の
時
代
史
ー
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
二
0

0
五
年
）
。

注

(
3
)
③
o

注

(
3
)
③°

山
崎
誠
「
禁
裏
御
蔵
書
目
録
考
證
稿
（
三
）
」
（
『
調
査
研
究
報
告
』

11
号
国
文
学

研
究
資
料
館
文
献
資
料
部
一
九
九
0
年）

田
島
公
「
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
『
官
本
目
録
』
」
（
『
禁
裏
•
宮
家
公
家
文
庫
収

蔵
の
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
目
録
学
的
研
究
』
二
0

0
六
年
）
。

京
都
大
学
附
属
図
書
館
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
閲
覧
（
菊
キ

33)
。

山
崎
誠
「
禁
裏
御
蔵
書
目
録
考
證
稿
（
四
）
東
山
御
文
庫
蔵
『
禁
裡
御
蔵
書
目

録
』
一
」
（
『
調
査
研
究
報
告
』

17
号
国
文
学
研
究
資
料
館
文
献
資
料
部
一

48 
ヽ

(47) 

(46) 
45 .______.,, 

(43) 

(44) 

(42) 

(41) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(32) 
九
九
六
年
）
、
注

(
3
)
①
・
③
゜

福
田
秀
一
「
鱈
鱈
鱈
「
禁
裡
御
蔵
書
目
録
」
に
つ
い
て
」
（
『
か
が
み
』

6

急
記
念
文
庫
昭
和
三
十
七
年
）
。

注

(29)
。

注

(
3
)
③゚

注

(
3
)
③
、
注

(31)
。

注

(
3
)
③゚

注

(
3
)
③°

注

(
3
)
③
、
注

(31)
。

注

(
3
)
③
、
注

(31)
。

『
基
量
卿
記
』
貞
享
二
年
十
月
二
十
六
日
条
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
二
0
七
三

1
0
0

二
八
ー
三
）
。

『
兼
輝
公
記
』
貞
享
二
年
十
月
二
十
七
日
条
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
二
0
七
三

―
二
九
三
ニ
ー
一
四
）
。

幕
府
の
書
物
奉
行
で
あ
っ
た
近
藤
正
斎
（
重
蔵
）
は
、
そ
の
著
「
右
文
故
事
巻

之
十
こ
（
『
近
藤
正
斎
全
集
第
二
』
国
書
刊
行
会
明
治
三
十
九
年
）
で
は

「
進
献
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。

注

(41)
。

福
井
保
『
江
戸
幕
府
の
参
考
図
書
館
紅
葉
山
文
庫
』
（
郷
学
舎
一
九
八
〇

年）。
『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
九
年
十
一
月
三
日
条
。

こ
の
時
の
書
写
は
同
年
四
月
に
始
ま
り
二
条
家
だ
け
で
な
く
、
仙
洞
御
所
・
公

卿
•
寺
院
か
ら
貸
与
を
受
け
慶
長
二
十
年
四
月
ま
で
行
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る

「
慶
長
御
写
本
」
で
あ
る
注

(44)
。

「
好
書
故
事
」
（
『
近
藤
正
斎
全
集
第
三
』
国
書
刊
行
会
明
治
三
十
九
年
）
。

な
お
、
こ
こ
で
二
条
家
へ
出
し
た
書
状
は
、
十
二
月
三
日
付
け
と
な
っ
て
い
あ

る。『
基
量
卿
記
』
貞
享
二
年
十
月
二
十
一
日
条
、
『
兼
輝
公
記
』
貞
享
二
年
十
月
二

十
二
日
条
、
『
基
量
卿
記
』
貞
享
二
年
十
月
二
十
二
日
条
。

『
兼
輝
公
記
』
貞
享
二
年
十
一
月
三
十
日
条
。

大
東
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(51) 

(52) 

(50) 

(49) 

幹
事
）

二
0

0
三

小
倉
真
紀
子
「
東
山
御
文
庫
本
『
続
日
本
後
紀
』
と
高
松
宮
本
六
国
史
ー
書
写

・
伝
来
の
背
景
に
つ
い
て
ー
」
（
研
究
代
表
者
田
島
公
『
禁
裏
•
宮
家
・
公
家
文

庫
収
蔵
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
目
録
学
的
研
究
』
二
0

0
二
（
平
成
一

四
）
年
度
S
二
0

0
五
（
平
成
一
七
）
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究

(
A
)
研
究
成
果
報
告
書
）
で
、
後
西
天
皇
が
『
続
日
本
後
紀
』
の
書
写
を
「
庸

筆
」
に
さ
せ
る
例
を
あ
げ
て
い
る
。
「
庸
筆
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人
達
で

あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
後
西
天
皇
が
書
写
を
堂
上
に
命
じ
た
場
合

書
写
者
を
人
名
で
記
し
て
い
る
が
、
「
庸
筆
」
は
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

堂
上
よ
り
地
位
が
低
い
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

東
山
御
文
庫
本
の
系
統
を
引
く
も
の
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
二
七
―
二
八

も
あ
る
。
本
稿
成
稿
後
、
宮
内
庁
書
陵
部
へ
行
く
機
会
が
あ
っ
て
、
当
該
の
写

本
（
二
七
―
二
八
）
を
再
度
閲
覧
し
た
。
柳
原
本
に
類
似
し
、
上
・
下
二

冊
、
寸
法
は
美
濃
版
、
保
存
状
態
も
良
く
、
「
堤
文
庫
」
と
「
口
直
之
印
」
の
蔵

書
印
が
あ
る
。
記
載
人
数
に
は
柳
原
本
と
多
少
の
差
が
あ
る
。

『
兼
輝
公
記
』
貞
享
二
年
正
月
二
十
七
日
条
。

田
島
公
編
『
禁
裏
•
公
家
文
庫
研
究
第
一
輯
』
（
思
文
閣
出
版

年）。

本
稿
は
関
西
大
学
史
学
・
地
理
学
会
大
会
（
二
0

0
六
年
十
二
月
二
日
）
で
報
告
し

た
も
の
を
加
筆
・
修
正
し
作
成
し
た
。
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
陽
明
文
庫
文
庫
長
名
和

修
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授
田
島
公
、
木
村
兼
蔑
堂
顕
彰
会
代
表
水
田
紀
久
、
関

西
大
学
教
授
西
本
昌
弘
の
各
先
生
の
ほ
か
、
中
世
公
家
日
記
研
究
会
の
諸
氏
か
ら
多
く

の
ご
教
示
を
得
た
。
謹
ん
で
深
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
中
世
公
家
日
記
研
究
会
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西
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よ
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記

載

人

数

記

載

人

数

記

載

人

数

正
四
位
上
安
有
重
1
藤

経

遠

―

1
0
人

正

四

位

上

安

有

重

1
藤

経

遠

―

1
0
人

正

四

位

上

安

有

重

1
藤

経

遠

―

1
0
人

正

四

位

下

中

師

邦

＼

藤

氏

成

三

八

九

人

正

四

位

下

中

師

邦

1
藤

氏

成

三

八

九

人

正

四

位

下

中

師

邦

1
藤

氏

成

三

八

九

人

等

従

四

位

上

源

通

淳

ー

中

織

清

四

三

七

人

従

四

位

上

源

通

淳

ー

中

織

清

四

三

七

人

従

四

位

上

源

通

淳

ー

中

識

清

四

三

七

人

数

従

四

位

下

藤

重

基

1
藤

基

宥

六

八

四

人

従

四

位

下

藤

重

基

1
藤

基

宥

六

八

四

人

従

四

位

下

藤

重

基

1
藤

基

宥

六

八

四

人

人

正

五

位

上

藤

俊

国

＼

藤

俊

昌

九

0
人

正

五

位

上

藤

俊

国

1
藤

俊

昌

九

0
人

正

五

位

上

藤

俊

国

1
藤

俊

昌

九

0
人

耶

正

五

位

下

大

神

景

房

1
狛

近

守

六

一

五

人

正

五

位

下

大

神

景

房

1
狛

近

守

六

一

五

人

正

五

位

下

大

神

景

房

1
狛

近

守

五

八

三

人

従

五

位

上

源

満

家

＼

源

通

村

六

九

四

人

従

五

位

上

源

満

家

ー

源

通

村

六

九

四

人

従

五

位

上

源

満

家

＼

源

通

村

六

九

一

人

已=＝＝ロ

従

五

位

下

菅

長

頼

＼

藤

豊

長

―

―

六

九

人

従

五

位

下

菅

長

頼

1
藤

豊

長

―

―

六

九

人

従

五

位

下

菅

長

頼

1
藤

豊

長

―

―

六

九

人

「
官
本
此
間
無
閉
書
続
ケ
リ
」
等
文
言
あ
り
「
官
本
此
間
無
閥
書
続
ケ
リ
」
等
文
言
あ
り
「
官
本
此
間
無
閥
書
続
ケ
リ
」
等
文
言
あ
り

二

条

家

関

係

者

に

朱

書

の

傍

注

あ

り

二

条

家

関

係

者

に

朱

書

の

傍

注

あ

り

二

条

家

関

係

者

従

四

位

下

・

正

五

位

上

傍

注

あ

り

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ヽ

寸

法

上

縦

2
7
.
9
X
横
2
0
.
3
(
c
m
)

上
巻
、
裏
表
紙
か
ら
一
丁
右
下
に
、

（

ア

リ

カ

）

「
国
記
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

下

縦

2
7
.
9
X
横
2
0
.
3
(
c
m
)

弐
冊

全

補
任
ノ
部
」

二
冊

あ
り
。
ま
た
同
頁
左
下
に
縦
L
O
X
横
闊

(cm)

良

程
の
印
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
見
え
「
羽

無

卒
」
と
読
め
る
。

香
色

特記事項

表蔵保数残
紙書存量存
色 印

体裁

蔵保数残寸
書存量存法
印

東
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御
文
庫
本

__ 
＿

＿

-
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『

歴

名

土
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九
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マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
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版
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き
ず

全二
冊
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縦
2
9
.
8
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2
1
.
0
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c
m
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゜

別
表
1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9
-

従
四
位
下
以
降
綴
じ
違
い
が
生
じ
て
お
り
、

位
ご
と
の
人
数
判
明
せ
ず
。

和
学
講
談
所
本
（
内
閣
文
庫
）

『
歴
名
土
代
』
(
-
五
一
函
二
九
八

寸

法

縦

2
6
.
o
x
横
1
8
.
7
(
c
m
)

残

存

全

数

量

一

冊

保
存
良
（
綴
じ
違
い
あ
り
）

蔵
書
印
有
（
浅
草
文
庫
・
和
学
講
談
所
・
書

籍
館
の
印
）

．
 

記
載
人
数

正
四
位
上
安
有
重
1
藤

経

遠

―

1
0
人

正

四

位

下

中

師

邦

＼

藤

氏

成

三

八

九

人

従

四

位

上

源

通

淳

＼

中

艤

清

四

三

九

人

従
四
位
下
藤
重
基
1
藤

公

益

六

七

四

人

正
五
位
上
藤
俊
国
1
藤

俊

昌

八

八

人

正
五
位
下
大
神
景
房
＼
源
通
村

従
五
位
上
多
忠
興
1
藤
基
宥

従
五
位
下
菅
長
頼
I
狛
近
守

「
官
本
此
間
無
醐
書
続
ケ
リ
」
等
文
言
あ
り
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